
 

 

 

トレーニング室の利用促進を図るた

め、試行的に火曜日・水曜日・木曜日

（祝日を除く）に限り１時間延長し、

午後１０時まで営業します。 
 

 

期間：平成２６年４月１日（火）から 

平成２７年３月３１日（火）まで 

※火曜日・水曜日・木曜日（祝日を除く） 

営業時間：午前９時１５分から午後１０時まで 

※サマータイム（７月・８月・９月）も同様です。 

 

 

皆様のご利用お待ち申し上げます。 
 

 

（公財）尼崎市スポーツ振興事業団 

ヘルスエリア事務室 


